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（３）利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し（月末締め）、ご利用期間分の合計金額をご

請求致しますので、翌月に以下のいずれかの方法でお支払い頂きます。（１か月に満たない期間のサー

ビスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 

 

ア、下記指定金融機関口座からの自動引き落とし（手数料無料） 

      北都銀行・農協・ 秋田県信用組合・郵 便 局 

引き落とし日・・・毎月１５日 

 

ア以外の金融機関口座からの自動引き落とし（手数料は利用者負担） 

                                   引き落とし日・・・毎月１５日 

 

（４）利用中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご利用者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受け

ることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。

また下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

 

 ①協力医療機関 

 

医療機関の名称 

北秋田市国民健康保険合川診療所 

北秋田市民病院、 

北秋田市米内沢診療所  

 ②協力歯科医療機関 

 

歯科医療機関の

名称 

 

たかのす歯科クリニック 

 

 

６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限

り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、

当施設との契約は終了し、ご利用者に退所して頂くことになります。（契約書第１５条参照） 

① 要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

② 要介護認定において、要介護度１又は２と認定された者で、特例入所の要件に該当しな

いと認められる場合 

③ 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により当施設を閉鎖した場

合 

④ 施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった場

合 

⑤ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ ご利用者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑦ 事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 


